
 

長野県教育委員会公告式規則の一部を改正する規則案について 

 

教 育 総 務 課 

 

１ 改正の趣旨 

教育委員会規則等の効力発生要件である「公布」に係る規定について、所要の

改正を行う。 

 

２ 改正の概要 

（１）規則の公布に際して「教育委員会を記入し、末尾に委員長が署名する」とし 

ている規定を「教育委員会名を記載する」に改める。 

 

（２）天災等により規則及び規程の公布を県報に登載して行うことができない場合 

の特例に係る規定を改める。 

 

（３）規程（規則を除く。）の公表に際して「公表の旨の前文を記入する」としてい 

る規定を削除する。 

 

３ 施行期日 

公布の日 

 

 



 



 


